
平成２８年第４回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２８年６月２１日（火） 午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第２会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、川田 耕司、加賀谷得子 

４ 欠 席 者  田村  明 

５ 事 務 局  書記長 木村 信悦、書記 石井 靖紀、清水 真、 

門間 淳子、近藤 一仁 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）議案第２０号 選挙人名簿に登録することについて（選挙時） 

 （２）議案第２１号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時） 

 （３）報告第 ８号 登録の移替えをした者について（選挙時） 

 （４）報告第 ９号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 （５）報告第１０号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

（６）議案第２２号 投票管理者及びその職務代理者の選任について 

（参院選） 

（７）議案第２３号 投票立会人の選任について（参院選） 

（８）議案第２４号 期日前投票立会人の変更について（参院選） 

 （９）議案第２５号 ポスター掲示場を設置する場所の変更について 

（参院選） 

 （10）議案第２６号 委員長の専決処分事項の指定について 

 

午前９時００分開会 

 

木村書記長  おはようございます。それでは、平成２８年第４回三種町選挙

管理委員会を開会致します。始めに近藤委員長よりご挨拶をお願

い致します。 

近藤委員長  おはようございます。 

       いよいよ明日公示ということで、１８日間の選挙運動が始まり

ます。また、１８歳以上の有権者が２５０万人増えるようで、ど

のように影響するのかは分かりませんが、今日は、参議院議員選

挙関連で１０件程の議案がございます。よろしくご審議の程お願

い申し上げまして、挨拶と致します。 

       それでは、進めさせていただきます。 



近藤委員長  まず、本日の会議録署名委員の指名ということで、川田委員と

加賀谷委員にお願い致します。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、議案第２０号「選挙人名簿に登録することについて」

ということで、事務局の方から説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第２０号「選挙人名簿に登録することについて（選

挙時）」。 

       公職選挙法第２２条第２項の規定により、別紙の者を平成２８

年６月２１日付けで選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

       本件につきましては、本日６月２１日を基準日としまして、満

１８歳以上の新有権者と転入３カ月経過者等の選挙時登録を行う

ものでございます。 

 まず、１の新有権者登録の①でございますが、公職選挙法の改

正法が６月１９日から施行されまして、ご承知のとおり、今回の

参議院選挙から選挙権年齢が満１８歳まで引き下げとなっており

ます。そのため、①では１８歳から２０歳までの新有権者を一括

で名簿登録するものでございます。 

対象につきましては、記載のとおり、選挙期日の７月１０日ま

でに満１８歳から満２０歳に達する者で、生年月日は、平成８年

６月３日から平成１０年７月１１日まで。人数は、男１２０人、

女１３７人、計２５７人の登録としております。 

次に、②の方でございますが、満１８歳から満２０歳までの者

のうち三種町の住民登録期間が３カ月以上のもので、かつ、転出

後４カ月を経過しない選挙人名簿未登録者の登録で、男１０人、

女１８人、計２８人の登録としております。 

この②につきましては、例えば、１８歳の新有権者が選挙人名

簿に登録される前に他の市町村に転出した場合に、３カ月経過で

転出先の選挙人名簿に登録される前に選挙がありますと投票でき

ないことになります。そういった人については、議案に記載の要

件の下で、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されるという新し

い登録制度が設けられております。 

三種町から転出した１８歳から２０日までの人のうち２８名該

当がございましたので、本日付で登録することとしております。 

以上、本日付けの新有権者登録については、①と②を合わせま



して男１３０人、女１５５人、計２８５人でございます。 

       次に、２の転入登録でございます。 

まず、①につきましては、６月定時登録後の転入３カ月経過者

の登録でございます。従来どおりの３カ月経過の登録でございま

す。転入届では３月２日から３月２１日までの者で、男３人、女

４人、計７人の登録となっております。 

次に、②につきましては、転入者のうち三種町の住民登録期間

が３カ月以上のもので、かつ、その後三種町から転出して４カ月

を経過しない選挙人名簿未登録者で、女１人の登録でございます。 

②につきましては、先ほどの新有権者の②と同様に今回新たに

設けられた登録制度によるものでございますが、例を申し上げま

すと、転入してきた人が、選挙人名簿に登録される前に他の市町

村に転出して行った場合にも、やはり選挙のタイミングによって

は、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されないため投票できな

いケースがございます。こうした場合は、新有権者と同じように、

一定の要件の下で、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されるこ

とになっております。本町では１名該当がございましたので、本

日付の登録としております。 

以上①と②を合わせまして、本日付の転入登録は、男３人、女

５人、計８人でございます。 

       よって、本日付けの新有権者と転入の登録者総数は、男１３３

人、女１６０人、合計２９３人でございます。 

       それぞれの対象者につきまして、別紙の名簿でご確認いただき

たいと思いますが、１頁から９頁までが、新有権者登録２８５名

でございます。 

       １頁をご覧いただきますと、氏名の後ろに＊印が付いている人

がおりますが、三種町で名簿に登録される前に他の市町村に転出

し、新しい登録制度でもって三種町で登録される新有権者２８名

でございます。 

       なお、今回、新たに１８歳から２０歳となる者の生年月日につ

きましては、平成８年６月３日から平成１０年７月１１日までで

ございます。 

       次に、１０頁をお開き願います。 

       こちらが、今回の転入登録８名でございますが、＊印の付いた

６番の人が、先ほど議案の方で説明致しました②の対象者でござ



います。１月に三種町に転入し、そのまま三種町にいれば６月定

時登録で登録されていたところですが、その前に５月に転出とな

っております。今回の選挙におきましては、転出先でまだ３カ月

経過していないため、そちらの選挙人名簿に登載されません。従

って、従来の制度では投票できなかった訳ですけれども、今回の

法改正で旧住所地の三種町の選挙人名簿に登録して、三種町の方

で投票できるというふうになっております。 

       少し分かりにくい所もあるかと思いますが、そういった部分は

後ほど質問していただければと思います。以上、長々と恐縮でご

ざいますが、これで議案第２０号の説明を終わります。 

近藤委員長  それでは、名簿を確認しながらご質問等ございましたらお願い

致します。暫時ご確認をお願いします。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

近藤委員長  皆さん、確認いただきまして何かございますでしょうか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いとのことですが、議案第２０号を原案どおり決

定してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、議案第２０号は原案どおり決定と致します。 

       続きまして、議案第２１号「選挙人名簿から抹消することにつ

いて」の説明を事務局よりお願いします。 

清水書記   はい。議案第２１号 選挙人名簿から抹消することについて（選

挙時）。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成２８年６月

２１日付けで選挙人名簿から抹消する。 

       内容について、説明致します。 

本日の登録抹消は、６月定時登録後の死亡者と転出４カ月経過

の抹消でございます。登録抹消につきましては、法改正の影響は

特にございません。いままでどおりでございます。 

まず、１の死亡抹消者につきましては、６月定時登録の基準日

の翌日６月２日から昨日までに死亡の届出があった者で、人数は、

男５人、女９人、計１４人でございます。 

次に、２の転出抹消者でございます。６月定時登録後の新たな



転出４カ月経過でございまして、転出届出日が２月２日から２月

２０日までの者で、人数は、男４人、女２人、計６人。 

よって、今回の抹消者総数は、男９人、女１１人、合計２０人

でございます。 

       登録抹消につきましても、別紙の名簿の方をご覧いただきたい

と思います。 

まず、１１頁が死亡抹消の１２名で、届出が６月２日から６月

２０日までの者でございます。 

次に、転出抹消につきましては、次の１２頁に記載しておりま

す。４カ月抹消は、転出の届出が２月２日から２月２０日までの

６名でございます。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  それでは、只今の説明につきまして、名簿を確認しながらご質

問等ございましたらお願い致します。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

近藤委員長  皆さん、確認いただきまして何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いとのことですが、議案第２１号を原案どおり決

定してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、議案第２１号は原案どおり決定と致します。 

       続きまして、報告第８号「登録の移替えをした者について」の

説明をお願いします。 

清水書記   はい。報告第８号「登録の移替えをした者について（選挙時）」。 

 平成２８年６月２１日付けの選挙時登録に係る登録の移替えを

した者は、別紙のとおりである。 

対象は、平成２８年６月２日から平成２８年６月９日までの町

内転居により投票区の移替えをした者で、人数は、男１人、女２

人、合計３人でございます。 

       参議院選挙に伴いまして、６月９日に選挙人名簿と投票所入場

券の作成を行っておりますが、その翌日以降の町内転居につきま

しては、選挙が終わるまで移替えを行わない取扱いとなっており

ますので、今回の移替えは６月２日から６月９日までの８日間の



町内転居が対象でございます。 

       対象者３名につきましては、別紙名簿の１３頁に記載しており

ますので、よろしくお願い致します。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。移替えにつきましては、３名程ございます。名簿を確認

しながらご意見、ご質問等ございましたらお願い致します。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

近藤委員長  皆さん、確認いただきまして何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いとのことですが、報告第８号を原案どおり承認

してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、報告第８号は原案どおり承認と致します。 

       続きまして、報告第９号と報告第１０号は関連性が有りますの

で、一括して審議をお願いしたいと思います。事務局より説明を

お願いします。 

清水書記   報告第９号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は３１６である。 

       この５０分の１の数につきましては、下に記載の直接請求に必

要な署名数でございますが、選挙権を有する者の総数につきまし

て、４頁の増減表でご説明致します。 

前回６月定時登録の名簿登録者数が、合計１５，４９０人。こ

れに対し、本日の抹消者数が死亡と転出合わせまして２０人。登

録が新有権者、転入合わせて２９３人。これらを増減した本日の

名簿登録者総数が１５，７６３人。前回６月定時登録と比較し２

７３人の増でございます。 

５０分の１の数につきましては、１５，７６３人の５０分の１

でございます。 

       続きまして、報告第１０号 選挙権を有する者の３分の１の数

について。 

       地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項



に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は５，２５５

である。 

この３分の１の数につきましては、下に記載の直接請求に必要

な署名数で、名簿登録者総数１５，７６３人の３分の１でござい

ます。 

       説明は以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんか。 

     （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いとのことですが、報告第９号及び第１０号を原

案どおり承認してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、報告第９号及び第１０号は原案どおり承認と致しま

す。 

       続きまして、議案第２２号「投票管理者及びその職務代理者の

選任について」。説明の方お願いします。 

清水書記   平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における各投

票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選

任する。 

       まず、投票管理者につきまして、８頁の方お開き願います。ご

覧のとおり、各投票区１名ずつ、２１名を選任したいとしており

ます。 

また、職務代理者につきましては、９頁の２１名で、すべて町

職員からの選任としております。 

投票管理者につきましては、公職選挙法上「当該選挙の選挙権

を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもっ

て充てる」となっておりますが、人選は昨年の県議選で選任した

方を中心に行っております。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たらお願いします。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いようですが、議案第２２号を原案どおり決定してよろ

しいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、議案第２２号は原案どおり決定と



致します。 

       続きまして、議案第２３号「投票立会人の選任について」の説

明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第２３号「投票立会人の選任について（参院選）」。 

       平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における各投

票区の投票立会人を別紙のとおり選任する。 

投票立会人につきましては、各投票区２名ずつ、ご覧の４２名

を選任したいとしております。 

公職選挙法上は、「各投票区における選挙人名簿に登録された者

の中から２人以上５人以下の立会人を選任する」となっておりま

すが、各投票所２名ずつの選任としております。 

また、人選につきましては、投票管理者と同様、昨年の県議選

で選任した方を中心に行っております。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、名簿も確認いただきながら、

何かございましたらご発言願います。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いようですが、議案第２３号を原案どおり決定してよろ

しいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、議案第２３号は原案どおり決定と

致します。 

       続きまして、議案第２４号「期日前投票立会人の変更について」

の説明をお願いします。 

清水書記   議案第２４号 期日前投票立会人の変更について（参院選）。 

       平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日

前投票立会人の一部を次のとおり変更する。 

       期日前投票立会人につきましては、前回６月２日の委員会にお

諮りしたところですが、やむを得ない理由で変更が必要となって

おります。 

投票所は、八竜農村環境改善センターの期日前投票所でござい

まして、ご覧のとおり７月３日、４日、５日の３日間、立会人２

名のうち１名を変更することとしております。 

       なお、変更後の配置を１３頁に表でまとめておりますのでご確 

認をお願い致します。 



       以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございまし

たらお願いします。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いようですが、議案第２４号を原案どおり決定し

てよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、議案第２４号は原案どおり決定と

致します。 

       続きまして、議案第２５号「ポスター掲示場の設置場所の変更

について」。説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第２５号「ポスター掲示場の設置場所の変更につい

て（参院選）」。 

       平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における公職

選挙法第１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置する場

所の一部を次のとおり変更する。 

変更前 三種町豊岡金田字豊岡１２１番地（    宅前） 

       変更後 三種町豊岡金田字森沢１番地２（山本総合支所入口） 

       説明致します。 

       ６月２日の委員会におきまして、ポスター掲示場を設置する場

所として１５８カ所決定いただいておりますが、このうち豊岡の

宅地内に設けた掲示場が、宅地の整備の関係で急に設置できなく

なりました。お手元の地図の１０１番でございます。そこで、近

場への移設を検討致しましたが、ご覧のとおり、すぐ近くに９８

番の掲示場があることや、集落内の掲示場が若干過剰ぎみと思わ

れますことなどから、山本総合支所の方に移設したいということ

で提案しております。 

       以上、よろしくお願い致します。 

近藤委員長  はい。皆さん、只今の説明につきまして、何かご質問等ござい

ませんでしょうか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご質問等無いとのことですが、議案第２５号を原案どおり決定

してよろしいでしょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。それでは、議案第２５号は原案どおり決定と致します。 



       続きまして、議案第２６号「委員長専決事項の指定について」

ということで、説明の方お願いします。 

清水書記   はい。議案第２６号「委員長専決事項の指定について」。 

       三種町選挙管理委員会規程第１３条第１項の規定に基づき、次

の事項を三種町選挙管理委員会委員長の専決事項に指定する。 

委員長専決指定事項 

平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票

管理者及びその職務代理者、投票立会人（補充選任を除く。）、期

日前投票管理者及びその職務代理者並びに期日前投票立会人（補

充選任を除く。）の選任の変更 

       内容でございますが、投票管理者等が、正当なやむを得ない理

由によりまして、その職を辞退した場合は、選挙管理委員会が直

ちに他の人を選任する必要がございますが、その選任につきまし

ては、急を要することから、委員長の専決事項にさせていただく

ものであります。 

なお、期日前も含めまして投票立会人が投票日当日になって欠

けた場合につきましては、投票管理者がその権限で補充選任する

ことになりますので、これにつきましては除くものとしておりま

す。 

       以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご質問等ございませんでしょうか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご質問等無いとのことですが、議案第２６号を原案どおり決定

してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい、それでは、議案第２６号は原案どおり決定と致します。 

近藤委員長  以上で、本日の案件審議は終了致しました。 

       「その他」としまして、事務局の方から今後の予定等について

説明をお願いします。 

清水書記   はい。１６頁の方で今後の予定について説明をさせていただき

ます。 

 

      （以下、資料に基づき説明） 

      （その後、意見交換） 

 



近藤委員長  他になければ、本日の委員会は終了したいと思います。本日は

どうもありがとうございました。 

 

午前１０時８分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   

 

      署名委員                   

 

      署名委員                   


